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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２２条第１項及び第２

８条第１項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等 

  

電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第４７号。以下「改正法」という。）附則

第２２条第１項及び第２８条第１項の経済産業大臣の指定に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）

第１２条第１項の処分基準等は、次のとおりとする。 

 

第１ 改正法附則第２２条第１項の経済産業大臣の指定 

 改正法附則第２２条第１項の経済産業大臣の指定に係る処分基準については、同項に指定の基準が規

定されているところであり、より具体的には次のような場合とする。ただし、改正法第５条の規定によ

る改正前のガス事業法（昭和２９年法律第５１号。以下「旧ガス事業法」という。）第６条第２項第３号

の供給区域（以下この第１において「旧供給区域」という。）又は同号の供給地点（以下この第１におい

て「旧供給地点」という。）に係る旧一般ガスみなしガス小売事業者が地方公共団体である場合及び旧供

給地点が同一棟内に独立して住宅等の用に供せられる部分が複数ある建築物（以下「集合住宅等」とい

う。）のみに係る場合にあっては、当該指定は行わないものとする。 

（１）旧供給区域に係る経済産業大臣の指定に係る処分基準については、次のいずれにも該当する場合

とする。ただし、次の場合に該当しない場合であっても、当該旧供給区域に係る旧一般ガスみなし

ガス小売事業者が①の場合に該当させないことを目的として、その従業員に営業活動の縮小等を指

示したことにより①の場合に該当しない場合その他の適正な競争関係が確保されていると認めら

れない場合には、当該指定を行うものとする。 

① 当該旧供給区域における直近の家庭用調定件数（旧ガス事業法第２条第１４項の規定により一

般ガス事業とみなされる簡易ガス事業（以下この第１において「みなし一般ガス事業」という。）

に係る家庭用調定件数を除く。）を、当該旧供給区域における直近の一般世帯数（当該旧供給区

域に係る旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の関係会

社（子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。）、

親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。）その他これに準ずるもの及び親会社等

その他これに準ずるものの子会社等をいう。以下同じ。）から他の財（当該旧一般ガスみなしガ

ス小売事業者が一般ガス事業（みなし一般ガス事業を除く。以下この（１）において同じ。）と

して供給するガス以外の財をいう。以下この（１）において同じ。）を購入していた一般世帯数

を除く。）で除して得た値（以下この（１）において「都市ガス利用率」という。）が、１００分

の５０を超える場合。 

② 以下の評価式を満たす場合 

Ａ／０．５×１／２＞Ｂ／Ｃ 

・Ａ＝ａ＋ｂ 

ａ：当該旧供給区域における小口需要（ガス事業法施行規則の一部を改正する省令（平成２
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令第９７号。以下「旧規則」という。）第３条第１項各号に掲げる要件のいずれかに適合し

ない需要をいう。以下この第１及び第３において同じ。）に係る直近３年間の新築物件のう

ち、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者によるガスの供給（一般ガス事業として行うガ

スの供給に限る。以下この②において同じ。）を採用した新築物件の件数 

ｂ：当該旧供給区域における小口需要に係る既築物件のうち、他の財を購入していた者（当

該旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の関係会社

から他の財を購入していた者を除く。）が、直近３年間に当該旧一般ガスみなしガス小売事

業者によるガスの供給に切り替えた既築物件の件数 

・Ｂ＝ｃ＋ｄ 

ｃ：当該旧供給区域における小口需要に係る直近３年間の新築物件のうち、他の財の購入を

採用した新築物件の件数（当該旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみな

しガス小売事業者の関係会社からの他の財の購入を採用した新築物件の件数を除く。） 

ｄ：当該旧供給区域における小口需要に係る既築物件のうち、当該旧一般ガスみなしガス小

売事業者によるガスの供給を受けていた者が、直近３年間に他の財に切り替えた既築物件

の件数（当該旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみなしガス小売事業者

の関係会社が販売する他の財に切り替えた既築物件の件数を除く。） 

・Ｃ：当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の都市ガス利用率 

（２）旧供給地点に係る経済産業大臣の指定に係る処分基準については、次のいずれにも該当する場合

とする。ただし、次の場合に該当しない場合であっても、当該旧供給地点に係る旧一般ガスみなし

ガス小売事業者が①の場合に該当させないことを目的として、その従業員に営業活動の縮小等を指

示したことにより①の場合に該当しない場合その他の適正な競争関係が確保されていると認められ

ない場合には、当該指定を行うものとする。 

  ① 当該旧供給地点に係る旧ガス事業法第６条第２項第３号の供給地点群における直近の家庭用調

定件数を、当該供給地点群に係る直近の旧供給地点の数（当該旧供給地点に係る旧一般ガスみな

しガス小売事業者及び当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の関係会社から他の財（当該旧一般

ガスみなしガス小売事業者がみなし一般ガス事業として供給するガス以外の財をいう。以下この

（２）において同じ。）を購入していた旧供給地点の数を除く。）から空き地及び空き家の数を控

除して得た値で除して得た値（以下この（２）において「旧一般ガスみなしガス小売事業者のシ

ェア」という。）が、１００分の５０を超える場合。 

  ② 以下の評価式を満たす場合 

Ａ／０．５×１／２＞Ｂ／Ｃ 

・Ａ＝ａ＋ｂ 

ａ：当該供給地点群における小口需要に係る直近３年間の新築物件のうち、旧一般ガスみな

しガス小売事業者によるガスの供給（みなし一般ガス事業として行うガスの供給に限る。

以下この②において同じ。）を採用した新築物件の件数 
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ｂ：当該供給地点群における小口需要に係る既築物件のうち、他の財を購入していた者（当

該旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の関係会社

から他の財を購入していた者を除く。）が、直近３年間に当該旧一般ガスみなしガス小売事

業者によるガスの供給に切り替えた既築物件の件数 

・Ｂ＝c＋ｄ 

ｃ：当該供給地点群における小口需要に係る直近３年間の新築物件のうち、他の財の購入を

採用した新築物件の件数（当該旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみな

しガス小売事業者の関係会社からの他の財の購入を採用した新築物件の件数を除く。） 

ｄ：当該供給地点群における小口需要に係る既築物件のうち、当該旧一般ガスみなしガス小

売事業者によるガスの供給を受けていた者が、直近３年間に他の財に切り替えた既築物件

の件数（当該旧一般ガスみなしガス小売事業者及び当該旧一般ガスみなしガス小売事業者

の関係会社が販売する他の財に切り替えた既築物件の件数を除く。） 

・Ｃ：当該旧一般ガスみなしガス小売事業者のシェア 

第２ 改正法附則第２８条第１項の経済産業大臣の指定 

 改正法附則第２８条第１項の経済産業大臣の指定に係る処分基準については、同項に指定の基準が規

定されているところであり、より具体的には次のいずれにも該当する場合とする。ただし、旧ガス事業

法第３７条の５第２項第３号の供給地点（以下この第２において「旧供給地点」という。）に係る旧簡易

ガスみなしガス小売事業者が地方公共団体である場合及び旧供給地点が集合住宅等のみに係る場合にあ

っては、当該指定は行わないものとする。ただし、次の場合に該当しない場合であっても、当該旧供給

地点に係る旧簡易ガスみなしガス小売事業者が①の場合に該当させないことを目的として、その従業員

に営業活動の縮小等を指示したことにより①の場合に該当しない場合その他の適正な競争関係が確保さ

れていると認められない場合には、当該指定を行うものとする。 

① 当該旧供給地点に係る旧ガス事業法第３７条の２の供給地点群における直近の家庭用調定件

数を、当該供給地点群における直近の旧供給地点の数（当該旧供給地点に係る旧簡易ガスみなし

ガス小売事業者及び当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者の関係会社から他の財（当該旧簡易ガ

スみなしガス小売事業者が簡易ガス事業として供給するガス以外の財をいう。以下この第２にお

いて同じ。）を購入していた旧供給地点の数を除く。）から空き地及び空き家の数を控除して得た

値で除して得た値（以下この第２において「旧簡易ガスみなしガス小売事業者のシェア」という。）

が、１００分の５０を超える場合。 

② 以下の評価式を満たす場合 

Ａ／０．５×１／２＞Ｂ／Ｃ 

・Ａ＝ａ＋ｂ 

ａ：当該供給地点群における小口需要（旧規則第７３条第１項各号に掲げる要件のいずれか

に適合しない需要をいう。以下この②及び第４において同じ。）に係る直近３年間の新築物

件のうち、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者によるガスの供給（簡易ガス事業として
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行うガスの供給に限る。以下この②において同じ。）を採用した新築物件の件数 

ｂ：当該供給地点群における小口需要に係る既築物件のうち、他の財を購入していた者（当

該旧簡易ガスみなしガス小売事業者及び当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者の関係会社

から他の財を購入していた者を除く。）が、直近３年間に当該旧簡易ガスみなしガス小売事

業者によるガスの供給に切り替えた既築物件の件数 

・Ｂ＝ｃ＋ｄ 

ｃ：当該供給地点群における小口需要に係る直近３年間の新築物件のうち、他の財の購入を

採用した新築物件の件数（当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者及び当該旧簡易ガスみな

しガス小売事業者の関係会社からの他の財の購入を採用した新築物件の件数を除く。） 

ｄ：当該供給地点群における小口需要に係る既築物件のうち、当該旧簡易ガスみなしガス小

売事業者によるガスの供給を受けていた者が、直近３年間に他の財に切り替えた既築物件

の件数（当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者及び当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者

の関係会社が販売する他の財に切り替えた既築物件の件数を除く。） 

・Ｃ：当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者のシェア 

 

第３ 改正法附則第２２条第２項の経済産業大臣の指定の解除 

 改正法附則第２２条第２項の経済産業大臣の指定の解除については、同項に解除の基準が定められて

いるところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかの場

合に該当する場合であっても、当該指定旧供給区域等に係る旧一般ガスみなしガス小売事業者が（１）

の場合に該当させることを目的として、その従業員に営業活動の縮小等を指示したことにより（１）の

場合に該当する場合その他の適正な競争関係が確保されていると認められない場合には、当該解除を行

わないものとする。 

（１） 改正法附則第１条第５号に掲げる規定の施行日（平成２９年４月１日）以後における他のガ

ス小売事業者との競争関係も踏まえ、第１（１）①若しくは②又は第１（２）①若しくは②のいず

れかに該当しなくなった場合。ただし、第１（１）②又は第１（２）②に該当しなくなった原因が

他のガス小売事業者によるガスの供給を採用した新築物件の件数又は他のガス小売事業者によるガ

スの供給に切り替えた既築物件の件数である場合にあっては、①当該他のガス小売事業者に十分な

供給余力があること及び②当該指定旧供給区域等の小口需要におけるガスの小売全面自由化に係る

認知度が１００分の５０以上であること。 

（２） 以下の評価式を満たす場合であって、他のガス小売事業者に十分な供給余力があること。 

Ａ／Ｂ≧０．１ 

・Ａ：直近１年間の当該指定旧供給区域等における小口需要に係る他のガス小売事業者によるガ

ス販売量 

・Ｂ：直近１年間の当該指定旧供給区域等における小口需要に係る総ガス販売量 

（３） ➀当該指定旧供給区域等における直近３年間の小口需要（旧一般ガスみなしガス小売事業者
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によるガスの供給を採用するものに限る。以下この（３）において同じ。）に係る小売料金の平均単

価が連続して下落していること及び②当該旧一般ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した

料金その他の供給条件でガスの供給を受ける小口需要の直近の件数が当該指定旧供給区域等におい

て指定旧供給区域等小売供給約款に基づいてガスの供給を受ける小口需要の直近の件数と同等以上

であること。 

 

第４ 改正法附則第２８条第２項の経済産業大臣の指定の解除 

改正法附則第２８条第２項の経済産業大臣の指定の解除については、同項に解除の基準が定められて

いるところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかの場

合に該当する場合であっても、当該指定旧供給地点に係る旧簡易ガスみなしガス小売事業者が（１）の

場合に該当させることを目的として、その従業員に営業活動の縮小等を指示したことにより（１）の場

合に該当する場合その他の適正な競争関係が確保されていると認められない場合には、当該解除を行わ

ないものとする。 

 （１） 改正法附則第１条第５号に掲げる規定の施行日（平成２９年４月１日）以後における他のガ

ス小売事業者との競争関係も踏まえ、第２①若しくは②のいずれかに該当しなくなった場合又はそ

の他の適正な競争関係が確保されていると認められない場合に該当しなくなった場合。 

 （２） ➀当該指定旧供給地点における直近３年間の小口需要（旧簡易ガスみなしガス小売事業者に

よるガスの供給を採用するものに限る。以下この（２）において同じ。）に係る小売料金の平均単価

が連続して下落していること及び②当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者と交渉により合意した料

金その他の供給条件でガスの供給を受ける小口需要の直近の件数が当該指定旧供給地点において指

定旧供給地点小売供給約款に基づいてガスの供給を受ける小口需要の直近の件数と同等以上である

こと。 


	＜　目　次　＞
	第１章　総則
	１．基本方針
	２．審査の結果の取り扱い
	３．用語の定義
	４．原価算定期間

	第２章　審査の方法等
	第１．供給約款料金原価の算定に関する審査
	１．総原価の算定に関する審査
	（基本的考え方）
	（営業費等）
	（事業報酬）
	（控除項目）
	（総原価の分類）
	（自助努力の及ばない費用の変動時における総原価の算定の特例）

	２．供給約款料金原価の算定に関する審査
	３．比較査定
	４．導管と小売の業務区分

	第２．認可料金に関する審査
	１．料金表に関する審査
	２．収支相償に関する審査
	３．「定率又は定額」に関する審査
	４．「不当な差別的取扱い」に関する審査
	５．原料費調整制度に関する審査
	６．事業譲渡等に伴う供給約款料金の変更に係る審査


	第３章 効率化努力目標額の算定
	第１．一斉申請に係る効率化努力目標額の算定
	１．グルーピング
	２．比較原価項目群及び比較指標
	３．比較方法
	４．効率化努力目標額の算定
	５．効率化努力目標額の規制需要料金原価からの控除及び添付書類の補正の指示

	第２．単独申請に係る効率化努力目標額の算定
	１．非申請事業者の販売量当たりの原価の算定
	２．水準比較
	３．変化率比較
	４．分類を行うに際し基準となる点数の算定


	附　則〔平成２９年３月３１日20170329資庁第5号〕
	＜　目　次　＞
	第１章　総則
	１．基本方針
	２．審査の結果の取り扱い
	３．用語の定義

	第２章　審査の方法等
	第１．供給約款料金原価の算定に関する審査
	１．総原価の算定に関する審査
	２．供給約款料金原価の算定に関する審査

	第２．認可料金に関する審査
	１．料金表に関する審査
	２．収支相償に関する審査
	３．「定率又は定額」に関する審査
	４．「不当な差別的取扱い」に関する審査
	５．原料費調整制度に関する審査


	附　則〔平成２９年３月３１日20170329資第5号〕
	④【附則審査基準別添１の一
	Sheet1

	（抜粋）電気事業法等の一
	＜　目　次　＞
	第１章　総則
	１．基本方針
	２．審査の結果の取り扱い
	３．用語の定義
	４．原価算定期間

	第２章　審査の方法等
	第１．供給約款料金原価の算定に関する審査
	１．総原価の算定に関する審査
	（基本的考え方）
	（営業費等）
	（事業報酬）
	（控除項目）
	（総原価の分類）
	（自助努力の及ばない費用の変動時における総原価の算定の特例）

	２．供給約款料金原価の算定に関する審査
	３．比較査定
	４．導管と小売の業務区分

	第２．認可料金に関する審査
	１．料金表に関する審査
	２．収支相償に関する審査
	３．「定率又は定額」に関する審査
	４．「不当な差別的取扱い」に関する審査
	５．原料費調整制度に関する審査
	６．事業譲渡等に伴う供給約款料金の変更に係る審査


	第３章 効率化努力目標額の算定
	第１．一斉申請に係る効率化努力目標額の算定
	１．グルーピング
	２．比較原価項目群及び比較指標
	３．比較方法
	４．効率化努力目標額の算定
	５．効率化努力目標額の規制需要料金原価からの控除及び添付書類の補正の指示

	第２．単独申請に係る効率化努力目標額の算定
	１．非申請事業者の販売量当たりの原価の算定
	２．水準比較
	３．変化率比較
	４．分類を行うに際し基準となる点数の算定


	附　則〔平成２９年３月３１日20170329資庁第5号〕
	＜　目　次　＞
	第１章　総則
	１．基本方針
	２．審査の結果の取り扱い
	３．用語の定義

	第２章　審査の方法等
	第１．供給約款料金原価の算定に関する審査
	１．総原価の算定に関する審査
	２．供給約款料金原価の算定に関する審査

	第２．認可料金に関する審査
	１．料金表に関する審査
	２．収支相償に関する審査
	３．「定率又は定額」に関する審査
	４．「不当な差別的取扱い」に関する審査
	５．原料費調整制度に関する審査


	附　則〔平成２９年３月３１日20170329資第5号〕

	（抜粋）電気事業法等の一
	＜　目　次　＞
	第１章　総則
	１．基本方針
	２．審査の結果の取り扱い
	３．用語の定義
	４．原価算定期間

	第２章　審査の方法等
	第１．供給約款料金原価の算定に関する審査
	１．総原価の算定に関する審査
	（基本的考え方）
	（営業費等）
	（事業報酬）
	（控除項目）
	（総原価の分類）
	（自助努力の及ばない費用の変動時における総原価の算定の特例）

	２．供給約款料金原価の算定に関する審査
	３．比較査定
	４．導管と小売の業務区分

	第２．認可料金に関する審査
	１．料金表に関する審査
	２．収支相償に関する審査
	３．「定率又は定額」に関する審査
	４．「不当な差別的取扱い」に関する審査
	５．原料費調整制度に関する審査
	６．事業譲渡等に伴う供給約款料金の変更に係る審査


	第３章 効率化努力目標額の算定
	第１．一斉申請に係る効率化努力目標額の算定
	１．グルーピング
	２．比較原価項目群及び比較指標
	３．比較方法
	４．効率化努力目標額の算定
	５．効率化努力目標額の規制需要料金原価からの控除及び添付書類の補正の指示

	第２．単独申請に係る効率化努力目標額の算定
	１．非申請事業者の販売量当たりの原価の算定
	２．水準比較
	３．変化率比較
	４．分類を行うに際し基準となる点数の算定


	附　則〔平成２９年３月３１日20170329資庁第5号〕
	＜　目　次　＞
	第１章　総則
	１．基本方針
	２．審査の結果の取り扱い
	３．用語の定義

	第２章　審査の方法等
	第１．供給約款料金原価の算定に関する審査
	１．総原価の算定に関する審査
	２．供給約款料金原価の算定に関する審査

	第２．認可料金に関する審査
	１．料金表に関する審査
	２．収支相償に関する審査
	３．「定率又は定額」に関する審査
	４．「不当な差別的取扱い」に関する審査
	５．原料費調整制度に関する審査


	附　則〔平成２９年３月３１日20170329資第5号〕




